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このガイドラインの活用について

労働時間管理については

・全従業員に必ず関わる項目である
・誤った認識による行動や指示は、法令や就業規則違反/ハラスメント/誤った給与
計算につながるリスクがある
・グループの各社ごと/雇用区分ごとに働き方や制度、ルールが一部異なる

ため、「上司、部下が共通認識と意識をもって適正な労働時間管理ができる
ようになるための土台」として本ガイドラインを発行いたします。
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１．➀労働時間管理が重要である理由
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ハラスメント・ゼロ

安心して働くことができる職場環境

・グループ企業理念のミッションにもある通り、「ひとの力」こそが財産であり、一人ひとりがビジョンの実現に向けては、バリューズを実践
していくことが大切です。そのため、コンプライアンス順守の観点だけでなく、より高い思考と行動を発揮するための土台としても
「安心して働くことができる職場環境」が必要なのです。

適正な労働時間管理



１．➁労使共同宣言
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・２０２３年６月に「適正な労働時間管理」の推進に向けて、会社とグループ労働組合で「労使共同宣言」を発信しました。
立場ごとの“取るべき行動”を示しており、労働時間管理における当グループの大事な指針です。



２．⓪適正な労働時間管理の流れ

6
Confidential©2024 MICARD CO Ltd. All rights reserved.

・適正な労働時間管理に向けて、下記の①～⑤（必要に応じ⑥）について実践をしていきましょう。（詳細はＰ7～１7を参照）

①予定の共有
ワークスケジュール（出勤日・休日等）：前月25日まで
勤務日の予定  ：随時

②始終業報告
（打刻・時間入力）

日々忘れずに実施

④対話・確認
毎月の労働時間に関する内容：毎月中旬～下旬
業務改革に関する内容        ：随時

⑤確定前最終確認
各担当の勤怠内容の確認修正：毎月1日～５日まで（MS・ESは11日）

所属全体の勤怠の最終確認：毎月6日～7日まで（MS・ESは11～12日）

⑥確定後対応
（対象者がいる場合）

勤怠内容の修正：毎月５日まで
長時間労働者の対応：毎月11日～月末まで

【毎月の労働時間管理で行うこと】

【年間を通して行うこと】

➂業務改革



２．➀予定の共有（メリット）
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・シフト勤務の場合は働く時間が原則「ワークスケジュール（シフト表）」で事前に決定・共有されます。
・フレックス勤務の場合は日々業務に合わせ「始終業時間を自分で決めた上で上司に報告する」こととされていますが
 同僚・上司の効率向上、チーム内のコミュニケーション向上のためにも各組織で取り決めた方法で予定の共有を行ってください。
 
【予定共有のメリット】



２．➀予定の共有（ポイント）
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スケジュールを登録、共有する上では「自分だけでなく、周囲にもわかってもらえる表現か」という観点で登録することが重要です。
（プライベートや秘匿性の高い内容を除く）
・以下の４大ポイントを確認の上、忘れず登録・共有を行っていきましょう。

予定登録・共有の４大ポイント 理由

➀休日・休暇（半日含む）は必ず入力 正しい勤怠管理・出席不可会議の回避

➁外せない予定がある場合も忘れず入力 出席不可会議等の回避

➂普段と異なる勤務場所も予定と共に入力 周囲との連携、緊急時の連絡

➃チーム内での「予定表の共有」の設定 上司・同僚との相互確認



２．➀予定の共有（実践例）
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・outlookで予定を共有する場合は以下の➀～➃に注意して登録・共有を行ってください。
・続けることで、自身の「過去・現在・未来」の振り返りや確認がしやすくなります。

➀休日・休暇の登録
・忘れず登録・更新を実施
・終日予定でなく勤務時間全体を
カバーすると他の人も分かりやすい

➁外せない予定も登録
・作業予定を入れることで、外からの
予定を入れられにくくなる

➂普段と異なる勤務場所も登録
・どこで何をするかを登録することで
チームメンバーや上司も把握可能

➃予定表の共有
・下記を参考にメンバーに共有

カレンダー共有の仕方

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/web-%E7%89%88-outlook-%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%92%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B-7ecef8ae-139c-40d9-bae2-a23977ee58d5


２．➁始終業報告
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・フレックス勤務やテレワーク等、全員が同じ場所、同じ時間帯で勤務するとは限らない働き方も増えてきているため、
業務の始終業（始まり～終わり）の時間の報告は、「客観的データの記録※」と「挨拶」をあわせて行いましょう。
・業務した時間を正しく報告することで、公私の時間を明確に分けることが大切です。もちろん隠すことや改ざんは厳禁です。
※「客観的データ」…打刻データ/入退館データ/ＰＣ使用時間データ等

出社時
・打刻機で打刻（管理職も）

・職場で挨拶

外出時
・
在宅
勤務時

・Time3に始終業時間入力

・PCや業務スマホ等で挨拶

・職場に最も近い打刻機で打刻する
・始終業打刻時間の中で、業務
 以外の休憩や買い物等をしていた
場合は出退社時間を訂正する

・Time3に忘れず日々入力する
（休日振替忘れ多いので注意）
・出勤や退勤の報告は自分から
共有する（次ページ参照）

やること 注意点



２．➁始終業報告（teamsを使用した例）
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・始終業時間を自ら共有することで、勤怠の透明性を高めることにつながり、有事の際の参考情報ともなります。
・フレックス勤務者は始業時に終業予定時間も報告してください。
・組織ごとにルールを定め、実施してください。

➀始終業時間の報告
・始業時、終業時に同僚や
上司に伝達することで
フォローやケアが可能
・自身としても勤怠振り返りや
登録時にも有効



２．➂業務改革（基本の進め方）
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・適正な労働時間管理に近づけていくためには、個人単位・組織単位で「現状の課題」を整理し改善に向けた行動に取り組んでいくこと
が大切です。上司・周囲のメンバーと相談しながら進めていきましょう。

業務改革
目標設定

問題点の
洗い出し

優先順位
付け

実行～
効果検証

・企業理念や部門目標
と照らし合わせて
方向性を決定する
・成否が数字で判断し
やすい目標にする

・フローチャート等により
現状のやり方を見える
化し、問題の原因・大き
さをわかるようにする

・まずは思考に制約を
かけず、改善策を幅広
に提案しあう
・費用対効果・リスク・所
要時間等勘案して所属
長、部門長が判断する

・行動に移した中で「新
たな問題点とさらなる改
善案の有無」「改善行
動の結果数値」等を
チェックし共有する



２．➂業務改革（基本の進め方）
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・業務改革を進める上では、担当者が問題と感じる業務をより具体的に特定・細分化し把握しておくことがその後の改革に向けた
優先順位付けやグルーピング、役割分担にも役立ちます。

どこが（範囲） いつ（時期）何について どのくらい（影響） なぜ（原因）

所属全体

一部の担当

特定個人

通年

特定の時期

トラブル発生時

業務内容

実務を行っていない人
にもわかるように記載

必要時間
発生回数✕処理時間/回

必要経費
お金としてかかるもの

その他
上記以外の問題等

システム・環境

制度・ルール

意識・スキル

誰と（範囲）

取組先

グループ内他部署

自部署内

業務内容を複数の視点で整理し特定



２．➂業務改革（事例）
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・自部門での個人単位・組織単位の業務改革を進めましょう。
・2023年度社内表彰制度エントリー案件を参考にしてください。

MIC NEWS投稿

No. 発信日 タイトル URL

45 9月22日 金
2023年度社内表彰エントリー案件をご紹介します！（7月分
前編）

https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdH
lwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjQ1NjAwMDM4MjQ3NjI4OCJ9

46 9月26日 火
2023年度社内表彰エントリー案件をご紹介します！（7月分
後編）

https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdH
lwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjQ2MTg5NTI1NzI4NDYwOCJ9

75 1月10日 水
2023年度社内表彰エントリー案件をご紹介します！（11月
分前編）

https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdH
lwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxNTU4MDc2Mjc1MDk3NiJ9?trk_copy_link=
V1

76 1月12日 金
2023年度社内表彰エントリー案件をご紹介します！（11月
分後編）

https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdH
lwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxODEyODY3NTUyMDUxMiJ9?trk_copy_link
=V1

https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjQ1NjAwMDM4MjQ3NjI4OCJ9
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjQ1NjAwMDM4MjQ3NjI4OCJ9
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjQ2MTg5NTI1NzI4NDYwOCJ9
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjQ2MTg5NTI1NzI4NDYwOCJ9
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxNTU4MDc2Mjc1MDk3NiJ9?trk_copy_link=V1
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxNTU4MDc2Mjc1MDk3NiJ9?trk_copy_link=V1
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxNTU4MDc2Mjc1MDk3NiJ9?trk_copy_link=V1
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxODEyODY3NTUyMDUxMiJ9?trk_copy_link=V1
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxODEyODY3NTUyMDUxMiJ9?trk_copy_link=V1
https://web.yammer.com/main/org/imhds.onmicrosoft.com/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjYxODEyODY3NTUyMDUxMiJ9?trk_copy_link=V1


２．➃対話・確認
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・業務が計画通りに進まず、時間が超過しそうな場合や仕事の進め方に課題があると感じた場合は
「一人で抱え込まず、隠さず、速やかに上司に報告・相談」（業務内容と想定時間も含め）することが部下の行うべきことです。
・上司側も部下の状況を把握する意識を持ちながら、自身の業務が忙しく、部下の状況を逐一把握することが難しい場合でも
「月中で部下の業務進捗を確認・支援する機会を作る」「部下から相談あればどこかで時間を確保し話を聞く」ようにしましょう。

休みだけど
言いにくいから
隠れてやろう

緊急対応で
今は時間とれない

…

相談したいけど
忙しそう…

企画の件ですが、準備を今月に終え
たいのですが、あと■時間はかかりそ
うです。トラブルがあり少し遅れ気味
で…

昨日は時間を取れず申し訳ない。
準備の中の、●●はAさんにフォロー
してもらおう。▲▲は来月にまわして
は？それ以外は今月実施願います。



２．➄最終確認
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・毎月の勤務実績は締日までに確認・修正が出来ないと正しく給与が支給されません。
・締日を超過、または不適切な登録により後日修正をする場合は修正依頼の手間がかかるだけでなく各部門に修正コストが請求
されてしまいます。「適正に、期日厳守で登録・確認」を徹底しましょう。
・上司、勤怠管理者の実施内容は人事統括室掲示板掲載「就業管理（部門マネジメント用）」を参照してください。

出社・退社時刻は勤務実態
通り申告できている

Time3（勤怠システム）の
エラー・ワーニングは残っていない

休日や休暇も正しく登録されており、振
替忘れもない。

時間外やフレ過不足の合計は正しく表
示されている

月初時点で未打刻・未入力の多い人
へ注意指導できている

自組織全体のエラー・ワーニングは
残っていない

承認ワークフローでの休暇申請等は
承認/処理済みである

時間外は上長が内容を確認
した上でつけられている

全員 上司・勤怠管理者の方

勤怠締日：MS・ES以外＝毎月5日までに完了
 MS・ES＝毎月11日までに原則完了

勤怠締日：MS・ES以外＝毎月7日までに完了
 MS・ES ＝毎月12日までに完了

https://imhds.sharepoint.com/:li:/s/ic_517/E4A6oPa_MSlGhhqH7wlKJ1gBi6WELxZnj5RuXAnd22nMkw?e=Z8gpdC


２．➅確定後対応
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・勤怠修正の締切日を過ぎた後、時間外や労使協定基準を超えた場合は、速やかに必要な対応を行ってください。
・また、再発防止策を本人と上司の対話のもとで検討し、業務改革とあわせて実行してください。
・上司、勤怠管理者の実施内容は人事統括室掲示板掲載「就業管理（部門マネジメント用）」を参照してください。

確認ポイント 指導内容・実施事項

①36協定超・産業医面談対象者

・36協定超対象者の有無（時間数・回数）
・産業医面談対象者の有無

・特別条項＊1に抵触しないようメンバーにヒアリン
グ、指導
・産業医面談対象者の産業医面談対応＊2・時間外計
画の見直し

②長時間労働者一覧（36協定超）
・対象者と時間外数
・時間外計画との差異

・原因と今後の見通し入力
・時間外削減のために必要な措置を実施
・時間外計画の見直し

③長時間労働者一覧（時間外25時間
以上）

・対象者と時間外数
・時間外計画との差異

・原因と今後の見通し入力
・時間外削減のために必要な措置を実施
・時間外計画の見直し

④時短勤務者時間外実績
・対象者と時間外数※時短勤務者は原則時間外0時間 ・原因と今後の見通し入力（15時間以上のみ）

・時間外削減のために必要な措置を実施
・実働時間の見直し

⑤深夜早朝勤務者一覧 ・対象者と22時以降の終業時間と8時以前の始業時間 ・原因と今後の見通し入力

⑥インターバル休息未取得 ・対象者と就業時間と翌始業時間と休息時間 ・原因入力・ルール遵守徹底指導

https://imhds.sharepoint.com/:li:/s/ic_517/E4A6oPa_MSlGhhqH7wlKJ1gBi6WELxZnj5RuXAnd22nMkw?e=Z8gpdC


３．基礎知識 ➀総実労働時間
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・当グループでは働きやすさ（ライフワークバランスの実現）向上の観点から総実労働時間１，７００時間台達成に向けて
取り組んでおり、当社は2025年度達成を目標としています。
・一人一人がメリハリのある働き方をすることで、「業務効率の向上」と「自身の充実・成長」につなげていきましょう。

総実労働時間 所定労働時間
所定外労働時間
（時間外）

年次有給休暇

参考：【サステナビリティレポート２０２３】重点取組項目より



３．基礎知識 ➁所定労働時間

19
Confidential©2024 MICARD CO Ltd. All rights reserved.

・当社には様々な雇用形態の方が勤務しているため、同じ職場でも働く時間や日数は異なります。
・上長はチームメンバーの契約内容の把握を本人とした上でマネジメントしましょう。

所定労働時間とは 就業規則や雇用契約書などで定められた休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間のこと

雇用形態 労働時間 所定労働時間 休日数 年間所定労働時間 休日振替

社員 フルタイム １日７時間２５分 １２０日
（連各８日含）

１，８１８時間 同一月内
(原則前月25日のワーク作
成時点で変更）スペシャリティスタッフ

特別社員

月給エルダー社員（Ⅲ） 時短勤務 １日5時間・5時間30分・6時
間・6時間30分・7時間

同上 １，２２５時間～

１，７１５時間

時給エルダー社員（Ⅰ・Ⅱ） 個別契約による 契約による（週12時間～34
時間30分の間）

契約による ６２４時間～１，７９４
時間
（週2～5日）

同一週内（原則水曜～火
曜の間で変更）

※週を跨いだ振替をし週労
働40時間の時点で時間外
となるため

マイスタッフ

エルダースタッフ



３．基礎知識 ➂時間外勤務・労使協約事項
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・所定労働時間を超える勤務は「行った分は正しくつける」のが原則です。“上司に相談の上行うこと”と“どのような事情があっても超
えてはいけない上限がある”ことを認識しておきましょう。
・上司も部下の隠れ残業や過剰残業の防止に向けて、“報告しやすい雰囲気や体制づくり”“長時間労働防止に向けた対話による確
認や支援・指導”を行ってください。

一般条項

３時間

システム部以外 ４０時間 ７０時間

システム部 ４５時間 ８０時間

システム部以外

システム部

※どのような事情があっても超えてはいけない上限

特別条項※

１5時間

５４０時間

７２０時間

時間外労働に関する協定

日

３６０時間

月

年

※年６回迄

■労使協約事項
・インターバル休息
前日の勤務終了から翌日勤務開始まで12時間超（12時間1分以
上）を確保すること。業務都合上、取得できない場合は原則、事前申
請が必要。
・深夜早朝勤務
22時～8時までの勤務は原則、事前申請が必要（夜間対応が必要な
システム切替対応やカウンターリモデル等）。システム障害や顧客対応
等の突発案件のみ事後の労使協定が可能。
・時短勤務者時間外勤務
原則させない。（月15時間未満）

社内会議資料・社内提出資料作成・連休前の引継ぎを理由
としたインターバル休息未取得、深夜早朝勤務はNGです！
上司に相談し、計画的に進めましょう。



３．基礎知識 ④休憩時間

21
Confidential©2024 MICARD CO Ltd. All rights reserved.

・休憩時間は法令での定め※を遵守するよう各雇用形態の就業規則・労働協約で以下の通り時間を設定しており、
休憩時間は労働時間の途中での取得が必要となります（始業前、就業後の取得は不可）
・休憩時間は勤怠システムに自動反映されます。定められた休憩時間を取得できるよう個人・所属で管理しましょう。
※下表の就業時間および休憩時間は、労働協約の「就業形態規程」（短時間勤務は「育児勤務規程」「介護・介護準備勤務規
程」）に定められています。

※労働基準法第３４条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

雇用形態 フルタイム勤務者 短時間勤務者

社員
特別社員
スペシャリティスタッフ
月給エルダー社員（Ⅲ）

本社：60分 フレックス勤務者：60分

カウンター・顧客サービスセンター：70分
※フレックス勤務者は60分

シフト勤務者：実働時間に応じて40～60分
※一部シフトは20分

マイスタッフ
エルダースタッフ
時給エルダー（Ⅰ・Ⅱ）

以下に基づき個別契約で定める
実働時間に応じて40～60分
※一部シフトは20分



３．基礎知識 ⑤休日
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・休日（各休や連各）は「労働義務のない日」であるため、休暇よりも優先して必ず取得する必要があります。
・ただし、業務繁忙や緊急対応によりやむを得ず休日に勤務する必要がある場合に限り、上司の許可を得た上で行うことができます。
・上司に事前、事後の報告なく自己判断で休日に業務（PCの使用含め）を行わないようにしてください。
・上司は部下からの相談や勤務データを元に対話をし、回避策も検討した上で必要と判断した場合は対応を指示をしてください。
※部下が相談せずとも休日に勤務することが予見される場合は行わないよう指導する責任が上司にはあります。

雇用形態 締日 休日

社員
スペシャリティスタッフ
特別社員
月給エルダー社員（Ⅲ） 月末締

120日
内訳
各休：112日（年始休含む）
連休各休：8日（上下各4日）

時給エルダー社員（Ⅰ・Ⅱ）
週契約による
（週5日勤務の場合、通常104日）

マイスタッフ・エルダースタッフ 10日締



３．基礎知識 ⑥休暇（有給/無給）
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・休暇は「労働義務のある日に労働を免除される日」のことです。
・年次有給休暇は、ワークライフバランスの実現の観点から「年間５５％の取得」をグループ全体で掲げ推進しています。
・年次有給休暇以外にも様々な休暇制度がありますので、取得可能な事由や必要提出書類や期限を確認し申請してください。
・なお、休暇を多く取得するために予め設定されていた休日（各休）をずらすことはできないためご注意願います。

有給/無給 休暇名 制度概要 制度詳細・申請方法

有給

年次有給休暇

・勤続年数や週所定労働日数（時間）に応じて付与される休暇
・年間10日以上付与される従業員は年間で
5日以上取得する法的義務あり
・1日単位、または半日単位での使用が可能
（半日の場合は年間10回まで）

・期初申請やワーク作成時点を推奨、遅くとも
2日前迄に申請
（体調不良等やむを得ない事情の場合に限り
当日使用申請を上長は許可できる）
・上司に申請、上司・ワーク担当者はワークや
勤怠システムに反映

ストック有給休暇
・付与から2年経過し、失効した一定日数の
年次有給休暇を特定の事由で使用できる制度

リンク

慶弔災害休暇 ・結婚/忌引/災害時に申請可能な休暇 リンク

無給

産前・産後休暇
・産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)～産後８週間の女性に会社が与える休暇。
・無給だが健保から手当金が支給される

リンク

生理休暇
・女性に対して申請により必要日数付与
（1日単位のみ）

リンク子の看護のための休暇
・小学校就学に達するまでの子を養育する社員が、当該子が負傷・疾病等のために世話をする場合に使用可
能な休暇

家族の介護のための休暇 ・要介護状態にある家族を看護する社員が、介護や世話をする場合に使用可能な休暇

https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=104&e=SQqewd
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=101&e=y1CJBF
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=131&e=KRKSOl
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=101&e=y1CJBF


３．基礎知識 ⑦労働時間・私用時間
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・労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。
・「業務以外」の行為は、就業時間（時間外勤務含む）には行わず、私用時間に行ってください。
・私用時間のルールは、人事統括室掲示板「私用外出ルール」を参照ください。

■業務（労働時間）
・使用者の指揮命令下にある時間（業務指示による外出時の移動時間含む）

■業務以外（私用時間）にあたる例と対応方法
・自宅⇔事業所までの通勤時間、外出先から直帰する際の通勤時間 ➛業務開始・終了時間を勤怠システムに登録
・自己啓発 ➛原則、各休や休憩時間に実施。PC等を利用する場合は私用デバイスを利用する。

※休憩中・もしくは勤怠システムに私用外出登録の際は、社用デバイス利用は可
・社販情報閲覧 ➛休憩時間とする、所定休憩時間を超える場合は「私用外出」として登録

社用PCの利用時間（ログオン・ログオフ時間）は日々監視しています。業務以外で利用する場合は上司へ事前に相談し承
認を得てください。

https://imhds.sharepoint.com/:li:/s/ic_517/E-CfoODyqWpOlaNGxqOpFjoBzfYL5lnaHMuaUaVZHFYLeA?e=6Mu82y


３．基礎知識 ⑧休業
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・長期でお休みをされる際の主な制度については、以下の通りです。
・休業可能な期間だけでなく、期限や必要な提出物もリンク先を確認の上申請を行ってください。

休業種別 制度名 使用可能期間 申請期限 申請書

出産・育児 育児休業 1子につき4歳に達する月の月末までの間の最長3年間
ただし、在籍期間中の通算4年まで

休業の1カ月前

リンク男性育休
①育児休業特例
②出生時育児休業

①出産日から1年以内かつ休業が4週間以内の場合、各休含め7日間は有給で休業可（2回に分割も可）
②出産日から8週間以内の間に、最大4週間まで休業可
（無給だがハローワークより賃金日額の三分の2が支給される）
※その他ストック休や育児休職の利用も可能

①休業の1カ月前
②休業の2週間前

私傷病 病気欠勤 （連各・有休・ストック休等ではなく）病気欠勤として休む期間
無期雇用の場合…最長6ヶ月
有期雇用の場合…最長3ヶ月
※病気や怪我による休暇、欠勤が7日以上に及ぶ場合は医師による診断書の提出要

事由発生後速やかに

ー

傷病休職 病気欠勤期間を満了し、傷病休職として休む期間
無期雇用の場合…最長2年間
有期雇用の場合…最長3カ月

病気欠勤より移行
（手続き不要）

介護 介護休業 最長で1年間（分割取得可能だが、4回目以降は最短2週間以上） 休業の2週間前 リンク

配偶者帯同 配偶者転勤休職制度 最短6カ月～最長3年間（使用上限回数ないが、前回使用後3年空ける）
※23.01.25の全社通達をご確認願います

開始希望の2カ月前
リンク

労災関連

通勤途上事故 事案により異なる 発生後速やかに リンク

業務上傷病 事案により異なる 発生後速やかに リンク

業務上傷病（相手がいる場合） 事案により異なる
発生後速やかに人事統括室にお申
し出ください。

https://imhds.sharepoint.com/:li:/s/ic_517/EyGTrNdfMFdKuuoLjWIvLbcBLDFzfpNBMSNh7qEZqguf0A?e=qhhIFc
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=132&e=Rfvha7
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=231&e=zPrAF5
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=137&e=pW6sOx
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=138&e=OpLZBP


３．基礎知識 ⑨勤務形態（シフト／フレックス）
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シフト勤務 フレックス勤務

時間外勤務 1日の所定労働時間（7:25）超過分 清算期間（１ヶ月間）の所定労働時間超過分

時間外手当
1分間につき通常の賃金および割増賃金を支給
※10分以内の時間外勤務はタイムレコーダーでの時間
外申告要

1分間につき通常の賃金および割増賃金を支給

就業時間
労働協約で定められたシフトパターンの中から所属毎に
定めたシフト

8:00～22:00の間で個人で決定

休憩時間
【本社・営業所】一律60分
【カウンター・顧客サービスセンタ】一律70分

一律60分 （自動控除）

遅刻早退の賃金
控除

私用の遅刻・早退・外出が1か月通算で1日あたりの所
定労働時間に達する毎に欠勤1日として取扱 う。（交
通遮断は除く）
※2024年9月迄

交通遮断含め、原則自身の責任の元で1分単位で控除

・時給者以外の方は基本シフト勤務またはフレックス勤務のどちらかの勤務形態で働いています。
・特に異動により勤務形態が変更となった場合は、改めて違いを理解した上で勤務してください。
・上司の方も誤った指示をしないよう、不安がある場合は確認をした上で行ってください。



３．基礎知識 ⑨勤務形態（シフト／フレックス）
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・シフト勤務、フレックス勤務は特徴が異なります。
・シフト勤務所属に初めてフレックス勤務を導入する際は、業務上不都合が発生しないか、フレックス勤務に適した働き方ができるかを一
定期間トライアルを実施し労使で導入判断をします。

シフト勤務 フレックス勤務

目的
チームで日々特定の時間と場所を運営することで、効率的に業務運
営をおこない成果につなげること

個人が業務に合わせて始終業時間を決められることで、効率的な業務運営を
行い成果につなげること

業務との
適合性

・チームで一定の時間に決められた仕事を行いながら成果を出す業務
に適している一方、顧客や取組先との商談など個人でのアポイントを中
心とした業務の際には柔軟な対応が困難になる

・社内の他部門や取組先などとの接点も多く、個人で仕事の進め方の組み立
てをしながら成果を出す 業務に適している一方、チームで一定の時間帯や場
所でおこなう業務には 適さない

タイム
マネジメント

・シフトパターンを全員で認識共有しているため、退勤のタイミングがわ
かりやすく声かけしやすい（上がりやすい）
・基本は前月のうちに全員の勤務内容が決まっているため、繁閑含め
チーム全体としての業務の予定が立てやすい

・最大限の成果を出すため に、時間帯、週や月の中の業務の繁閑に合わせた 
日々の始終業時間や労働時間の長短をコントロールするなど、個人のタイムマ
ネジメントスキルが求められる
・タイムマネジメントが個人に委ねられているため、チームとしてのタイムマネジメン
トの難易度が高い
・企業内・外とのアポイントなど、個人でおこなう業務の計画が立てやすい

求められる
スキル

・特定の時間と場所を一定の要員で守ることを求められるため、ワーク
作成者は知識や調整力が必要となる

・自己管理意識の高さが重要なため、計画性ある業務遂行が必要となる（上
長も部下の勤怠のマネジメント責任はある）



３．基礎知識 ⑨勤務形態（短時間勤務）
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・短時間勤務は以下の制度があります。必要書類を用意し、申請期限内に申請の上、ご利用ください。
・上司の方や勤怠管理担当者も誤った運用をしないよう、不安がある場合は必ず確認してください。

種別 制度名 使用可能期間 申請期限 申請書

育児 育児勤務

小学校3年生の3月31日まで
5時間、5時間30分、6時間、6時間30分、7時間のパターンから選択
※所属の業務開始時刻が勤務開始時間（自己都合不可）となります。

新規：産休に入るとき リンク

変更：1ヶ月前 リンク

介護 介護勤務

１対象家族につき最長通算3年。但し、最短期間は１ヶ月
5時間、5時間30分、6時間、6時間30分、7時間勤務の所定パターンもしくは週休 3日
（ 1日の勤務時間は7時間 25 分） の中から選択

開始希望の
2週間前

リンク

その他 短時間勤務制度 所定労働日数の低減、もしくは5時間、5時間30分、６時間、6時間30分、７時間の
パターンから選択。
（1）副業・兼業

1 ヵ月以上、最長期間は在籍期間を通じて通算 3 年
（2）介護

1 ヵ月以上、最長期間は在籍期間を通じて通算 5 年
（3）私傷病の療養

1 ヵ月以上、最長期間は在籍期間を通じて通算 2 年
（4）修学・資格取得

1 ヵ月以上、最長期間は在籍期間を通じて通算 3 年

開始希望の
2ヶ月前まで

※介護は開始希望の
2週間前

リンク

https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=203&e=y3vcz8
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=130&e=niFdQe
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=219&e=SVCWUr
https://imhds.sharepoint.com/sites/p_ic/micard_syorui/DispForm.aspx?ID=219&e=SVCWUr


４．関連情報掲載・問い合わせ先
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・就業等に関する各種情報は以下にて発信、随時更新しておりますのでご確認ください。
・ご不明点等ございましたらまずは所属上司（ステージB以上）や各担当の週報担当者へ確認いただき、解決できない内容については、
人事統括室宛にお問合せください。

システム・ツール名 用途・使用方法

Teams「ic_マネジメントツール」 チャネル名「一般」
全従業員をメンバーとして登録、部門・個人単位での時間外・有休取得を一元管理（月毎の予実管理
表）。

チャネル名「労務管理」
ライン長・就業担当者をメンバーとして登録、人事統括室より就業管理に関する情報や依頼事項を投稿。

Teams「ic_総務人事部からのお知らせ（ライン長対
象）」

チャネル名「人事統括室（労務関連）」
ライン長をメンバーとして登録、ライン長を通じて管理・発信いただきた内容を投稿。

Teams「ic_総務人事部からのお知らせ」 チャネル名「人事統括室（労務関連）」
全従業員をメンバーとして登録、就業ルール、労務関連手続き等を投稿。

人事統括室掲示板「制度・協約・規則ー労働協約・就
業規則」

雇用形態毎の労働協約・就業規則を掲載。

人事統括室掲示板「労務関連手続き」 労働時間管理、給与、社会保険等に関する手続き方法を掲載。

問い合わせ先：総務人事部人事統括室（ick5000110@imhds.onmicrosoft.com）

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3AmXABF8IG5UDUqJl_acnnXeYLQTNViFlB8WmezJ2mxr41%40thread.tacv2/General?groupId=092b3e23-a1d8-4243-ac12-f44879a1ad6a&tenantId=2a2132f5-86e3-409b-8f41-795be9d4365c
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A77ca0f710e9e4a4bbb1e11772fc82ede%40thread.tacv2/%EF%BC%92%EF%BC%8E%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E5%AE%A4%EF%BC%88%E5%8A%B4%E5%8B%99%E9%96%A2%E9%80%A3%EF%BC%89?groupId=784a7e8f-684e-4ab9-944d-192e759dfd3e&tenantId=2a2132f5-86e3-409b-8f41-795be9d4365c
https://imhds.sharepoint.com/:f:/s/ic_517/ElVQHL9EBCxAnVPCZNeKi-sBVGL8N_BT3icydcx35Qcquw?e=40fQYL
https://imhds.sharepoint.com/:f:/s/ic_517/ElVQHL9EBCxAnVPCZNeKi-sBVGL8N_BT3icydcx35Qcquw?e=40fQYL
https://imhds.sharepoint.com/sites/ic_517/Lists/List/view.aspx
mailto:ick5000110@imhds.onmicrosoft.com

	スライド 1: エムアイカード 適正な労働時間管理ガイドライン
	スライド 2: このガイドラインの活用について
	スライド 3: 目次
	スライド 4: １．➀労働時間管理が重要である理由
	スライド 5: １．➁労使共同宣言
	スライド 6: ２．⓪適正な労働時間管理の流れ
	スライド 7: ２．➀予定の共有（メリット）
	スライド 8: ２．➀予定の共有（ポイント）
	スライド 9: ２．➀予定の共有（実践例）
	スライド 10: ２．➁始終業報告
	スライド 11: ２．➁始終業報告（teamsを使用した例）
	スライド 12: ２．➂業務改革（基本の進め方）
	スライド 13: ２．➂業務改革（基本の進め方）
	スライド 14: ２．➂業務改革（事例）
	スライド 15: ２．➃対話・確認
	スライド 16: ２．➄最終確認
	スライド 17: ２．➅確定後対応
	スライド 18: ３．基礎知識　➀総実労働時間
	スライド 19: ３．基礎知識　➁所定労働時間
	スライド 20: ３．基礎知識　➂時間外勤務・労使協約事項
	スライド 21: ３．基礎知識　④休憩時間
	スライド 22: ３．基礎知識　⑤休日
	スライド 23: ３．基礎知識　⑥休暇（有給/無給）
	スライド 24: ３．基礎知識　⑦労働時間・私用時間
	スライド 25: ３．基礎知識　⑧休業
	スライド 26: ３．基礎知識　⑨勤務形態（シフト／フレックス）
	スライド 27: ３．基礎知識　⑨勤務形態（シフト／フレックス）
	スライド 28: ３．基礎知識　⑨勤務形態（短時間勤務）
	スライド 29: ４．関連情報掲載・問い合わせ先

